
平成平成平成平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第１１１１回制度金融運営協議会回制度金融運営協議会回制度金融運営協議会回制度金融運営協議会

日 時：平成２２年６月３日(木)

１３：３０～１５：００

場 所：県庁舎西棟８階大会議室

次 第次 第次 第次 第

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 題

(１)平成２１年度の制度融資の状況報告について

(２)総合対策プランに係る今年度の取組方針について

(３)「リレバン・レポート'09」の評価について

(４)その他

４ 閉 会



資 料 資 料 資 料 資 料 １１１１

（単位：百万円） （単位：件、百万円）

H17 H18 H19 H20 H21 H21/H20 件　数 金　額

青　森　県 8,400 146,992

岩　手　県 8,310 118,426

宮　城　県 9,403 196,855

秋　田　県 10,463 161,045

山　形　県 7,007 136,658

福　島　県 9,723 134,632

東北東北東北東北　　　　　　　　計計計計 53,306 894,608

全国全国全国全国　　　　　　　　計計計計 1,087,288 19,938,709

東北における緊急保証の実績
（平成20年10月31日～平成22年５月27日累計）

保証承諾額

保証債務残高

139,545 119,466 121,654 154,070 130,593 84.8%

320,664 295,353 268,188 273,523 273,381 99.9%

青森県信用保証協会保証承諾実績等



制度融資の状況（青森県特別保証融資制度関係）①

平成２１年度当初県融資制度の見直し

●経営安定化サポート資金（経営安定枠・原油関連枠）における融資条件の緩和（前年度末までの金融対策の融資限度額・融資期間
を継続実施）

・融資限度額 ： ２千万円→４千万円
・融資（据置）期間 ： ７年以内（１年以内）→１０年以内（２年以内）

●新事業展開促進資金における融資対象の拡充
農商工等連携事業計画における国の認定及び農商工連携ファンドによる助成を受けた計画事業を対象に追加

●一般事業活動資金とスピーディ応援資金における融資枠の変更
スピーディ応援資金の融資実績の伸びを考慮し、融資枠の配分を変更（２０年度：３５億円→２１年度：８５億円）

平成２１年度中における県による金融対策実施状況

●中小企業金融円滑化緊急特別対策事業費補助
青森県信用保証協会の経営基盤の強化を図るため、同協会に対し合計１０億５千万円を補助（(H20)７億円＋(H21)３．５億円）
→ 同協会の与信力を補完し、約３，０００億円の保証枠を創出

●年末・年度末に向けた中小企業金融対策(21.11.18～22.3.31)
経営安定化サポート資金に借換枠（１００億円）を創設

・融資限度額 ： ４千万円
・融資（据置）期間 ： １０年以内（２年以内）

●雇用に取り組む中小企業者に対する金融支援策(22.1.21～22.5.31) 
常用従業員２名（新規学卒者等の場合１名）以上の雇用創出を伴う事業を対象とした低利融資制度（雇用創出特別支援枠）を創設

・融資利率 ： １％
・融資限度額 ： １億円
・融資（据置）期間 ： 運転１０年以内（２年以内）、設備１５年以内（３年以内）
・融資枠 ： 当初１０億円 → ８０億円



平成２１年度県融資制度実績（下表参照）

○ 融資実績合計は前年度比１２２．１％と増加。
（約１８３億円 → 約２２３億円）

○ 新事業展開促進資金は、雇用創出特別支援枠の実施
により、前年度比１４７５．５％と大幅に増加。

○ 前年度同様、経営安定化サポート資金の利用が、制度
融資全体の利用の過半。

平成２１年度県融資制度実績

平成２２年度県融資制度における改正内容

(1) 前向き資金を統合し、「未来への挑戦資金」を創設。あおもり型産業や
雇用創出を図る事業等、前向きな取組を最優遇金利で強力に推進。

(2) 経営安定化サポート資金の経営安定枠における融資条件緩和を継続
するとともに、セーフティネットとしての位置付けによる利率設定。

(3) 一般資金を統合し、「事業活動応援資金」を創設。再チャレンジ枠を新
設したほか、変動金利とすることで利用を促進。

(4) 経営安定化サポート資金及び事業活動応援資金について、取扱金融
機関に対し四半期ごとに試算表等を提出することを条件として金利を
優遇する「経営力向上割引」を導入。

制度融資の状況（青森県特別保証融資制度関係）②

（単位：件、千円）

平成２０年度
資金名

平成２１年度
資金名

融 資 実 績

件数 融資実績 前年比 融資枠 実行率

新事業展開促進資金 新事業展開促進資金 214 8,530,125 1475.5% 9,700,000 87.9%

（うち、雇用創出特別支援枠） (196) (7,923,125) (皆増) (8,000,000) (99.0%)

地域成長企業応援資金 地域成長企業応援資金 1 70,000 皆増 1,000,000 7.0%

新幹線開業対策資金 新幹線開業対策資金 1 90,000 160.7% 500,000 18.0%

経営安定化サポート資金 経営安定化サポート資金 649 11,187,481 80.0% 20,000,000 55.9%

一般事業活動資金 一般事業活動資金 15 275,700 47.0% 6,500,000 4.2%

スピーディー応援資金 スピーディー応援資金 77 2,189,700 70.6% 8,500,000 25.8%

流動資産担保資金 流動資産担保資金 0 0 - 500,000 0.0%

合 計 957 22,343,006 122.1% 46,700,000 47.8%

平成２１年度県融資制度実績

※枠組みの
変更はなし



資料資料資料資料２２２２

総合対策プランに係る今年度の県の取組方針について

１ 県単特別保証融資制度の改正
(1) 現行の前向き資金を統合し、最優遇金利で「未来への挑戦資金」を創設し、

あおもり型産業に属する事業など前向きな取組を支援。
(2) 経営安定化サポート資金の経営安定枠における融資条件の緩和を継続する

とともに、セーフティネットとしての位置付けによる利率を設定。

(3) 一般資金を統合し、「事業活動応援資金」を創設。同資金に廃業歴等のあ

る方に対する再チャレンジ枠を新設するとともに、変動金利を導入。

(4) 経営安定化サポート資金等において、四半期毎の試算表等の提出を条件と
した「経営力向上割引」を導入し、自社の経営状況の把握を促進。

２ 県単特別保証融資制度の周知徹底
(1) 貸付制度説明会の開催：４月に実施済（県内８市・３０５名参加）
(2) 年末移動経営金融相談の実施（１０月中旬～１１月中旬）
(3) 市町村・商工団体との会議におけるＰＲ
(4) 商工団体主催の研修会等におけるＰＲ
(5) 制度金融運営協議会におけるＰＲ
(6) 県ホームページへの掲載、メールマガジンによるＰＲ
(7) 商工団体等機関誌への掲載
(8) パンフレット・チラシの作成・配布
(9) その他マスコミへの周知依頼

３ リレバン推進ワーキンググループの設置
「融資の現場との距離を縮める」ことにより、より実効性のあるリレバン推

進方策を検討するため、昨年度に引き続き、金融機関の融資担当者、商工団体、
信用保証協会等及び県の実務者レベルで構成する「リレバン推進ワーキンググ
ループ」を設置することとしたい。

＜リレバン推進ワーキンググループの概要案＞
(1) 構成メンバー（※必要に応じてオブザーバー招聘可）

①金融機関
青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫、東奥信用金庫
青森県信用組合

②商工団体
県商工会議所連合会、県商工会連合会、県中小企業団体中央会

③県信用保証協会
④県中小企業再生支援協議会
⑤県（商工労働部）

(2) 開催予定
６～１０月の間、月１～２回
（取組状況を第２回制度金融運営協議会で報告）

(3) 検討内容例
・２２年度の取組（試算表等、資金繰り表の作成推進など）に係るフォ

ローアップ
・金融機関のコンサルティング機能のあり方
・農商工連携の推進
・再生支援、再チャレンジ支援の推進 等





























資料資料資料資料４４４４

「リレバン・レポート'09」の評価について（県）

１ 県議会の状況

レポート自体に対する直接の質疑はなかったが、金融円滑化に向けた取組に係る質疑

の中で、リレバンレポート’０９の内容と、これを踏まえた特別保証融資制度の見直し

（試算表等の提出を条件とした「経営力向上割引」の創設）を紹介。

２ 新聞報道の状況

別添のとおり。

３ 県としての考え方

○「リレバン・レポート'09」では、「リレバン・レポート'08」及びリレバン推進Ｗ

Ｇでの議論を踏まえ、「中小企業者の経営情報の開示状況」に焦点を当て、調査を

実施。融資を受ける際の試算表、資金繰り表等の情報提供の重要性が確認された。

中小企業者及び金融機関の相互理解を促進するため、今後も継続して実施したい。

○「リレバン・レポート'10」では、以下のようにしたいと考えている。

(1)「リレバン・レポート'09」中

Ⅱ 中小企業者の金融機関に対する満足度

↓

取組の総合的な評価指標として引き続き調査したい。

(2)「リレバン・レポート'09」中

Ⅲ 中小企業者の資金調達の現状

Ⅳ 中小企業者の資金調達の現状相互理解への取組状況

↓

中小企業者及び金融機関の相互理解促進に関する具体的分析の第一歩となった。

側面支援として実施した県特別保証融資制度の「経営力向上割引」の利用状況も

含め、フォローアップしたい。

(3) 今年度のリレバン推進ＷＧにおける議論を踏まえ、さらなるリレバン推進に向け

た視点を追加したい。















資料資料資料資料５５５５

平成２２年度制度金融運営協議会の開催予定について

年月日 内 容

第１回 H22. 6. 3 ○総合対策プランに係る今年度の取組方針の報告

（県・金融機関・商工団体）

○「リレバン・レポート'09」の評価

第２回 H22.11. 9 ○総合対策プランに係る取組状況の中間報告

（予定） （県・金融機関・商工団体）

○「リレバン・レポート'10」の実施について

第３回 H23. 2. 9 ○「リレバン・レポート'10」の公表

（予定）


